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 信用金庫

（視　点）
　「地方創生」が叫ばれるなか、地域社会での課題解決の担い手としてコミュニティビジネスが
脚光を浴び、まちづくり、医療・福祉、環境、防災など幅広い分野でコミュニティビジネス事業
者の活躍が目立ちつつある。一方、コミュニティビジネスの担い手が増えるなかで、これらコ
ミュニティビジネス事業者をどのように支援していくかが大きな課題の一つとなっている。
　そこで本稿では、「社会性」と「事業性」を両立させて適正な利益を求めながら持続的にビジ
ネス展開するコミュニティビジネス事業者の事例などを取り上げて紹介するとともに、コミュニ
ティビジネス支援のあり方を示唆したい。

（要　旨）
⃝�コミュニティビジネスは、一般的に「市民が主体となって地域・社会の課題を解決する事

業」といわれ、その事業の原点は、“地域社会を元気にしたい” という「志」である。すな
わち、「市民主体」、「地域密着」、「地域貢献」をキーワードに “地域社会を愛する心” が根
幹を成し、「社会性」と「事業性」の2つの価値を持つことが求められる事業といえる。

⃝�地域社会の課題が多様化、複雑化するなかでコミュニティビジネスの担い手が増加してお
り、今後、これら増加する担い手をどのように支援していけばよいかが大きな課題になり
つつある。コミュニティビジネス支援は、「経営面（行政、専門家による支援）」と「金融
面（資金面）」の2つに大きく分けられ、このなかで中間支援組織や信用金庫が果たす役割
は大きいといえよう。

⃝�コミュニティビジネスが持続的に維持、発展していくためには、それぞれの事業への信頼
を高め、孤軍奮闘に陥らないよう地元住民を巻き込んだ地域内連携を図っていくことが重
要だろう。また、コミュニティビジネスでは「チームワーク」や「人脈ネットワーク」な
どが鍵を握り、これから起業したい人材を含めてコミュニティビジネス事業者同士をコー
ディネートする役割へのニーズはますます高まるだろう。中間支援組織や信用金庫には、
この役割が期待されているのではないだろうか。

調 査

「地方創生」で脚光を浴びるコミュニティビジネス
−コミュニティビジネスの可能性を探る−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員
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1�．脚光を浴びるコミュニティビジネス

　「コミュニティビジネス」という言葉は、

1995年の阪神・淡路大震災のときの被災地が

さまざまなボランティア活動によって支えら

れたことから注目をされるようになった。現

在、“地域活性化” あるいは “地方創生” が

叫ばれるなかで、その担い手になるコミュニ

ティビジネスへの期待が高まっている。

　コミュニティビジネスは、一般的に、「市

民が主体となって地域・社会の課題を解決

する事業」といわれ（注1）、その事業の原点

は、“地域社会を元気にしたい” という「志」

である。すなわち、「市民主体」、「地域密

着」、「地域貢献」をキーワードとし、“地域

社会を愛する心” が根幹を成している事業

といえよう。

　コミュニティビジネスが環境、医療、福

祉、教育などさまざまな地域問題の解決を

担うなか、風見正三・山口浩平（2009年）

は、コミュニティビジネスを「「経済的な革

新性」と「社会的な革新性」を併せ持つ新

時代の事業創造プロセス」と概念づけてい

る（図表1）。また、“ビジネス” である以上、

ボランティアとは一線を画し、事業の継続性

を念頭に置かなければならないだろう。その

ため、コミュニティビジネスには、「社会

性」と「事業性」の2つの価値を持つことが

求められる（図表2）。

　少子高齢化が進み地域社会での課題が多様

化・複雑化していくなか、地方自治体では人

的あるいは予算上の制約などで行政サービス

を十分に提供できなくなりつつある。こうし

たなか、地域社会での課題解決の担い手とし

てコミュニティビジネスが脚光を浴び、まち

づくり、医療・福祉、環境、防災など幅広い

分野でコミュニティビジネス事業者が活躍す

るようになっている。コミュニティビジネス

事業者の担い手は、株式会社や特定非営利活

動法人（以下、「NPO法人」という。）など

組織形態はさまざまである（図表3）。とり

わけ、NPO法人の果たす役割への期待が高

まっており、認証法人数は5万を超えるまで

に至っている（図表4）。

図表1�　コミュニティ・ビジネスの概念

（備考�）学芸出版社『コミュニティビジネス入門』30頁を
もとに信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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図表2�　コミュニティ・ビジネスの尺度

（備考�）信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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コミュニティ・ビジネス

（注）1�．以下3章で事例として取り上げるNPO法人コミュニティビジネスサポートセンターの永沢代表理事への取材に基づく。

� 調　査� 5



　一方、コミュニティビジネスの担い手が増

えるなかで、これらコミュニティビジネス事

業者をどのように支援していくかが大きな課

題の一つとなっている。以下2、3では、「社

会性」と「事業性」を両立させて適正な利益

を求めながら持続的にビジネス展開するコ

ミュニティビジネス事業者の事例や、これら

コミュニティビジネス事業者を支援する事例

を取り上げて紹介する。

2�．持続可能な地域づくりに挑戦する
コミュニティビジネス事業者

（1�）特定非営利活動法人�ムーミンの会（神

奈川県横浜市）

イ．法人の概要

　同法人は、どの子もその人格を発達させな

がら生涯にわたって能力を開花できるよう、

保育園、学童クラブ、児童発達支援、放課後

等デイサービス（注2）と幅広い事業を運営し、

それぞれの施設同士の交流を含めて地域一体

で福祉活動を展開している特定非営利活動法

人である（図表5）。同法人の特徴は、卒園

後の子どもの成長や発達を長期の視点で捉え

た「切れ目のない子育て支援」である。ま

た、2016年4月に運営を開始した子ども子育

て支援複合施設「なかまの杜」（横浜市西区

浜松町、図表5写真上）は、政令指定都市で

は初めてとなる画期的な複合施設となり、同

法人の本部機能も有する。

　 同 法 人 は、1980年 に、 無 認 可 保 育 所

「ムーミン乳児保育園」として開所し、87年

に、「横浜保育室」として横浜市の認定保育

所となった。こうしたなか、同法人の保育士

図表3�　コミュニティビジネスの担い手
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（注）�中間支援組織とは、ネットワーク、コーディネート、政
策提案、資金面の支援の4つの機能をもつ組織のこと。
限定された分野でこれら機能を併せ持つ組織としては社
会福祉協議会が挙げられる。

（備考�）経済産業省『ソーシャルビジネス研究会報告書』
（2008年）をもとに信金中央金庫�地域・中小企業研
究所作成

図表4�　特定非営利活動法人の認定数の推移
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（右目盛り）

23 3

902

50,497

（注）�認定NPO法人とは、認証を受けたNPO法人のうち、高
い公共性等要件を国税庁長官に認められた法人のこと

（備考�）内閣府ホームページをもとに信金中央金庫�地域・
中小企業研究所作成

（注）2�．2012年の児童福祉法一部改正にともない創設されたサービスである。障がいのある学齢期児童が学校の授業終了後や学校
休業日に通うもので、療育機能・居場所機能を備えたサービスのこと。
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から「運営費として公費の出る認可保育所

（国基準）（注3）になりたい」との意見が一部に

あったことから、05年に特定非営利活動法人

（NPO）の法人格を取得したうえで、開所場所

を確保するための地主との交渉（注4）などを経な

がら、翌06年に認可保育所「あそびの杜保育

園」をオープンした。なお、法人格として

NPOを選択した理由は、「同じ志を持って一緒

にやっていこうという仲間の集まり」として最

適であり、利害関係のない仲間同士で活動の

幅を広げていける期待を抱いたためである。

　その後、図表6のとおり、通所する子ども

の親の意見を含む地元のニーズに応えながら

事業を展開してきた。現在は、上述した子ど

も子育て支援複合施設「なかまの杜」のほ

か、認可保育所である「ムーミン保育園」

（横浜市西区南浅間町）と「あそびの杜保育

園」（横浜市西区久保町）、障がい児通所支援

事業（多機能型）である「つむぎ子ども教室

（西区南浅間分室・西区久保町分室）」、「陽だ

まり学童クラブ」（横浜市西区藤棚町）の6拠

図表6�　ムーミンの会のあゆみ�
年 概略

1980年 無認可保育所「ムーミン乳児保育園」開所
1987年 「横浜保育室」認定
2005年 特定非営利活動法人「ムーミンの会」設立
2006年 認可保育所「あそびの杜保育園」開所
2008年 「陽だまり学童クラブ」開所
2010年 障がい児の居場所事業「つむぎ」開所
2011年 横浜保育室「ろぜっと」開所

2013年
障がい児通所支援事業「つむぎ子ども教室」
開所

（児童発達支援・放課後等デイサービス）
2014年 認可保育所「ムーミン保育園」開所

2015年

子ども子育て支援複合施設「なかまの杜」開所
（認可保育所ろぜっと保育園・なないろ学童ク
ラブ・つむぎ子ども教室�児童発達支援・放課
後等サービス）

（注）3�．児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準（施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生
管理等）を満たしたうえで都道府県知事に認可された施設のこと。保護者が仕事や病気などの理由で、0歳～小学校就学前の
子どもの保育ができない場合に、子どもを預る保育施設であり、区市町村が運営する公立保育所と社会福祉法人などが運営
する民間保育所（私立）がある。

4�．快く応じていただいた地主からは、保育園の建設にあたって築年数の古いアパートを取り壊すなど多大な協力をしていただけた。

同団体の概要

団 体 名
代　　表
本部所在地
設 立
事業内容

NPO法人ムーミンの会
中川　節男（理事長）
神奈川県横浜市西区
1980年
認可保育（児童発達支援・放課後等デイ
サービス含む）

図表5　特定非営利活動法人ムーミンの会の概要

（備考）1�．特定非営利法人としての認可は2005年
2�．写真（上）は子ども子育て支援複合施設「なか
まの杜」、写真（下）は取材に応じていただいた
中川節男理事長

3�．信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成

（備考�）受領資料をもとに信金中央金庫�地域・中小企業研究
所作成
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点、4事業9施設（注5）を運営している。

ロ．事業の概要

　同法人は、子ども子育て支援複合施設「な

かまの杜」の完成前から、保育園、学童クラ

ブのほか、児童発達支援や放課後等デイサー

ビスを運営してきた。こうした運営ができる

背景には、同法人理事であり「なかまの杜」

代表兼ろぜっと保育園施設長である相馬範子

氏（以下、「相馬理事」という。）の存在が大

きい。相馬理事は、全国各地で「子どもの発

達・生活リズム」や「障がい児教育」などを

テーマにした講師を務めたり数多くの関連書

籍を執筆したりなど障がい児教育の専門家で

ある。相馬理事は、「障がい児保育をするに

は、高い専門性と子どもの発達の科学に基づ

くより丁寧な保育が必要であり、“保育の質

を上げる” ことにつながる」とも言い切り、

同法人を先代園長から引き継ぐにあたっては

「障がい児保育」を事業に加えることにこだ

わったという。とりわけ、放課後等デイサー

ビスに取り組むにあたっては、「四肢不満足

で知的障がいもある重度障がい児」と「四肢

満足であるが知的障がいや社会適応障がいな

どのある軽度障がい児」に分けて、それぞれ

に合った丁寧なケアに心がけている（注6）。な

お、放課後等デイサービスを事業として取り

組むにあたっては、保育士のほか児童発達支

援管理責任者の配置が障害者総合支援法で義

務付けられており、これらの専門人材は、相

馬理事が同法人を引き継ぐまで東京都内で運

営していた障がい児通所支援事業所のスタッ

フで確保した。また、通常保育でも特徴を際

立たせる。相馬理事は、「生活リズムを整え

ることは、脳やからだの発達および心の安定

や成長につながる」という理論と経験に基づ

く考えから、“昼寝は午後” とは決めつけず

に「午前中の昼寝」をとり入れている。とは

いえ、“昼寝は午後” という保育が常識と

なっているなかで、親子の早朝散歩を実施し

たり保育士の勤務シフトを組み直したりな

ど、通所する親や保育士の理解を得ることに

も努めた。

　こうしたきめ細かい保育事業を展開するな

かで、地元の親から「街中や駅の近くなど利

便性のよいところに子どもを預けたい」と

いった要望を受け、理事長である中川節男氏

（以下、「中川理事長」という。）や相馬理事

は、「認可保育園は働く家庭の就労支援の役

割がある」という共通の想いから、子ども子

育て支援複合施設の必要性を強く感じた。こ

の想いを、横浜信用金庫藤棚支店（横浜市西

区中央）の担当者に相談したところ、当時の

支店長と渉外担当者は、この想いの実現のた

めに、開所場所の確保のための地主との交渉

や福祉医療機構との折衝など数々の困難を一

緒になって苦労し奔走してくれたという。ま

た、当時の渉外担当者は、保育園児と一緒に

（注）5�．4事業とは、認可保育所、学童保育、児童発達支援、放課後等デイサービスであり、9施設とは、「ムーミンの会　本部」、
認可保育園「ろぜっと保育園」、「なないろ学童クラブ」、障がい児通所支援事業（多機能型）「つむぎ子ども教室」、認可保育
所「ムーミン保育園」、認可保育所「あそびの杜保育園」、障がい児通所支援事業（多機能型）「つむぎ子ども教室（南浅間分
室）」、障がい児通所支援事業（多機能型）「つむぎ子ども教室（久保町分室）」、「陽だまり学童クラブ」である。

6�．現在の登録児童数は約40名であり、1日平均約10名をケアしている。
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給食をとるなど施設自体を理解し馴染む努力

も惜しまなかったという。これに併せて、保

育士で実行委員会を組織して、毎週2、3回

夜遅くまで白熱した議論を重ねながら施設の

設計を検討した。施設の名称である「なかま

の杜」は、全職員と通所する親や子どもたち

からも募集し決めた。中川理事長と相馬理事

は「横浜信用金庫の後押しがなければ子ども

子育て支援複合施設「なかまの杜」は実現で

きなかった」と振り返り、まさに「なかまの

杜」は、横浜信用金庫と同法人職員（保育

士）と地元の親子が三位一体となって実現し

た施設といえよう（図表7）。

　現在、「なかまの杜」を含む9施設で雇う保

育士は150名以上（注7）（パート含む）に及ぶ。

このように保育士が増えたことで、同法人の

理念や方針の周知が不徹底となったり、指導

力の不足に陥ったりすることを懸念して、

2015年に入ってから自前の研修体制を構築

した。「理論研修（保育関連行政施策、指導

論など）」と「実践力研修（リズム運動、水

泳など）」の2体系に分け、前者は相馬理事

が、後者は元中学校体育教師の経験を活かし

て中川理事長が講師を担う。本部主催で年間

60回以上、施設ごとには月1～2回実施して

いる。研修を通じて「保育士同士の輪」が広

がり仲間意識が強まってコミュニケーション

が深まることを期待し、全体研修にはせず

「新 人 」、「5年 未 満 」、「5年 以 上10年 未 満

（リーダー）」、「幹部（施設長）」の4段階研

修とした。とりわけ研修では、「子ども相手

の仕事だからこそ楽しくやろう」、「子どもに

とって最善の幸せを考えながら仕事をしよ

う」などを意識付けしながら同法人の理念や

方針への共感を誘い、常に笑顔でいられる職

場づくりを目指している。

ハ．今後の展望

　中川理事長と相馬理事は、「良い保育は地

（備考）1�．写真（上）は5歳児のパン作りイベントの風景、
写真（下）は4歳児のおにごっこ風景

2�．信金中央金庫�地域・中小企業研究所撮影

図表7�　子ども子育て支援複合施設「なかま
の杜」での保育風景

（注）7�．「なかまの杜」だけで60名以上に及ぶ。
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域の信頼を得ることにつながる」という想い

から、「保育士と子どもたちが笑い合えて、

立ち寄った親や地元の方々も元気になるよう

な親しみやすい空間にしたい」と意気込む。

また、地域に溶け込むとともに、卒園した児

童に気楽に立ち寄ってもらえて常に元気を与

えられる施設を目指している。

　地元のニーズで事業が拡大するなか、保育

士の採用で苦労している。株式会社組織の保

育園などとの競合もあってハローワークや専

門学校等での求人では募集が難しいため、コ

スト負担のある派遣会社を通じての採用と

なっている。現在も必要数を若干下回るな

ど、「保育士不足」は、今後解消するべき同

法人の主な経営課題の一つとなっている。

　また、本部機能を兼ねた「なかまの杜」が

完成したことから、当面、保育士の待遇改善

に力を入れる方針である。待遇改善を通じ

て、保育士に心のゆとりを創り「じっくりと

丁寧な保育」をより徹底していく。さらに、

中川理事長と相馬理事が “お手本” として職

員にみせてきた地域に関わる姿勢や親への協

力の求め方などのノウハウを受け継いだ次世

代幹部を輩出したいと強く願っている。

　同法人は今後も、地元の親子のニーズ、地

区のニーズ、横浜市のニーズに応じて事業展

開していくなかで、地元のことをよく知り地

元の人脈も広く持つ信用金庫に対して、今ま

でどおりの「地域を育てる観察眼」と、良い

事業に対する共感をもって地域を盛り立てる

役割を続けてほしいと期待している。

（2�）特定非営利活動法人�おやじりんく（埼

玉県さいたま市）

イ．法人の概要

　同法人は、障がい者に対する自立支援や療

育、障がい児の保育（放課後等デイサービス

など）、就労支援などを行う特定非営利活動

法人である（図表8）。

　金子訓
のりたか

隆代表理事（以下、「金子代表」と

同法人の概要

法 人 名
代　　表
本部所在地
設 立
事業内容

NPO法人おやじりんく
金子　訓隆
埼玉県さいたま市見沼区
2012年
障がい者の自立支援、療育、保育、就労
支援事業

図表8　特定非営利活動法人おやじりんくの概要

（備考）1�．写真（上）は放課後等デイサービス施設「輝
HIKARIみぬま」、写真（下）は取材に応じていた
だいた金子訓隆代表理事

2�．信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成

10� 信金中金月報　2016.6



いう。）が同法人を立ち上げようと動いた主

なきっかけは、「息子の自閉症診断」、「東日

本大震災」、「頭打ちが予想される社会保障費

（障がい者関連）」である。

　金子代表の長男・真
ま さ き

輝君（10歳）は、乳

児期にキラキラしたものやモノを並べるこ

とに異常な関心を示すなど他の乳児とは明

らかに異なる行動を続けており、2歳10か月

を迎えた検診で広汎性発達障害（自閉症）

と診断された。自閉症に関する情報が少な

いなか夫婦で思い悩み、金子代表は「父親

として何かできないか」と自問自答を繰り

返す日々であった。こうしたなか、同じく

自閉症の子どもを抱える母親の体験談ブロ

グを参考にすることで、徐々に自閉症への

理解を深めることができるとともに夫婦に

あった不安も和らげることができた。この

体験をきっかけに、金子代表は、証券系IT

企業でのITコンサルタントとしての経験を

活かして、息子が3歳になったときから子育

てブログ「マサキング子育て奮闘記」を立

ち上げた。このブログでは、参考にした母

親たちによる体験談ブログからさらに一歩

踏み出し、息子を実名かつ写真入りで紹介

してリアリティとインパクトをもたせると

ともに、証券系IT企業で培った経済社会情

勢への高い感度を活かして日記の背景とな

る経済社会情勢にかかる記述を盛り込んだ。

この結果、“読み物” として高い共感を誘

い、全国にいる自閉症の子どもを抱える父

親からコンタクトを受けるようになった。

これらコンタクトを受けた父親の一部と協

力して、同団体を立ち上げるに至った（注8）。

また、2011年3月に起きた東日本大震災で

は、さいたまスーパーアリーナ（埼玉県さ

いたま市中央区）に非難してきた福島県双

葉町の住民に対するボランティアをするな

か、金子代表は「モノで住民に不自由はさ

せることはなかったものの、住民の心を満

たすことはできなかった」という複雑な心

境に至り、“共助” の必要性を感じたことも

同団体設立のきっかけとなった。さらに、

今後の経済社会情勢を踏まえると障がい者

支援関連を含む社会保障関係予算は頭打ち

から減少に転じるだろうという見通しから、

予算が減少に転じる前に障がい者が自立で

きる仕組みづくりに貢献したいとの強い想

いもきっかけの一つとなっている。

　同法人は特定非営利活動法人（NPO法人）

として立ち上げた。障がい児を持つ親は自分

の子どものことを中心に考えて利己主義に陥

る傾向が強いことから、障がい者支援事業で

は、共感者でチームワークを組んで取り組む

ことが重要だと考えている。そのため、同法

人は、一人で設立できる株式会社や社団法人

ではなく、チームワークに馴染むNPO法人

という法人格でなければならない
4 4 4 4 4 4 4 4

と金子代表

はいう（注9）。ちなみに、同法人では、職員を

（注）8�．同団体の理事である大谷貴志氏、山中弘幸氏、奥脇学氏、本田信親氏、は全員発達障がい児を抱える父親である。
9�．NPO法人設立では理事は最低3人以上、監事は最低1人以上と理事同士で牽制し合える運営が可能で公平性が保てるほか、
情報開示が必要なことから、金子代表としては、組織をガラス張りにできて世間の評価を正しく受けることができることも
期待している。
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「チームおやじりんく」と呼ぶほど、チーム

ワーク（協調性）を最重要視している。

ロ．事業の概要

　従来、障がい児の子育てや保護者交流では

母親が中心になりがちだった傾向をみて、同

法人では、“父親の目線” から子育てや子ど

もの将来の自立、就労支援を考える “父親が

交流する機会つくり” を意識している。子育

てでは、直近の近い将来をよく見ている母親

の “顕微鏡的な視点” と、将来の自立や就労

支援など広く遠い将来を見据える父親の “望

遠鏡的な視点” の両方が必要であり、同法人

では、とりわけ後者に注目し、障がい児の子

育てにおける “望遠鏡的な視点” での父親の

役割の重要性を強調し、「“おやじ” が結集す

る」という意味合いを持つ「おやじりんく」

を組織名称としている。

　同法人では、児童発達支援・放課後等デイ

サービス事業（図表9、10）のほか、障がい

児を抱える親同士で愚痴や不安を言い合うだ

けでなく、“話し合いながら解決していく” と

いう姿勢で活動している。そのため、金子代

表は、障がい者支援にかかる知見を高めたり

情報収集をするために海外視察を行うなど調

査研究活動も欠かさない。さらに、「発達障

がい者の支援を考える議員連盟（注10）」に働き

かけるなど政治活動にも参加したり、埼玉県

やさいたま市の地方議員に働きかけを行うな

図表9　「輝�HIKARIみぬま」での保育風景

（備考�）NPO法人おやじりんく提供

（注）10�．�2004年5月19日に超党派で設立し発会した。同議員連盟では、発達障がい児を早期に発見し、発達支援を行うことに関
する国および地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障がい者への支援、発達障がい者の就労
の支援、発達障害者支援センターの指定等について定め、発達障がい者に対し生活全般にわたる支援を行い、もってその福
祉の増進を図ることを目的とし、具体的な立法化に向けた活動をしている。

図表10　「輝�HIKARIみぬま」スタッフ一同

（備考�）NPO法人おやじりんく提供

12� 信金中金月報　2016.6



ど、発達障害者支援法の改正などの法制度改

正や障害者支援関係予算の確保に向けた提案

活動も精力的に行っている。

　2012年11月に同法人が立ち上がってから

は、2013年9月に児童発達支援・放課後等デ

イサービス施設「輝HIKARI志木」（埼玉県志

木市中宗岡）、2014年3月に「輝HIKARIさい

たま」（埼玉県さいたま市北区）を開所した。

そ の 後、2015年3月 に「輝HIKARI上 宗 岡 」

（埼玉県志木市上宗岡）、2016年1月に「輝

HIKARIみぬま」（埼玉県さいたま市見沼区）

と、障がい児を抱える地元の親のニーズに応

えながら拠点を拡大してきた。なかでも、

「輝HIKARIみぬま」の開所にあたっては、

埼玉縣信用金庫大和田支店の担当者に現在の

拠点となる建物の地主との交渉に同行しても

らうなど、同支店担当者と一緒になって行動

した。同支店担当者も、“NPO法人とは何

か” という総論から “NPO法人おやじりん

くはどのような組織で、どのような事業に取

り組んでいるのか” という各論に至るまでを

調べて理解したうえで、同法人の資金面に限

らないサポートに取り組んだという。

　現在、同法人の職員は41名であり、その

うち約65％が20歳代の若者である。そのた

め、金子代表は常々「若者がチャレンジでき

る職場づくり」、「若者が将来の可能性を感じ

てもらう職場づくり」を心がけており、とり

わけ若者が “楽しい” と感じて仕事をしても

らうことが大切だと考えている。

ハ．今後の展望

　金子代表は、海外視察などの経験を踏まえ

て「日本は障がい者に対する理解度が高い」

といい、「日本には障がい者支援に対する�

“理解者” は多いが、“協力者” が少ない」と

言い切る。そのため、今後、同法人を通じて

「協力者を増やす」仕組みづくりを構築して

いきたいという壮大な夢を掲げる。併せて、

金子代表は、「障がい児の成長に合わせた仕

組みづくり」や「社会ニーズを的確かつ迅速

にキャッチしての最新の仕組みづくり」も目

指しており、そのなかで第三者として冷静な

視点を持つ障がい者支援の専門家を “協力

者” として巻き込んでいきたいと考えてい

る。こうしたなかで、農林水産省、厚生労働

省、地方自治体などが取り組んでいる「農福

連携（注11）」事業にも提言などを行い、障がい

者の社会参加を促す活動に積極的に参画して

いる。

　また、同法人には、自閉症の子どもやその

親などの “お客様” がいるため、その “お客

様” が困らないために事業を持続していかな

ければならない。そのため、職員に対して年

2回以上の理念研修（図表11）を行うなど人

材育成を徹底するとともに、そのなかで金子

代表以下理事の後継者となる次世代リーダー

を育てていきたい。

　さらに、同法人では、自らも障がいの妹を

抱えデザイナーとしての経験を持つ20代女

性の広報担当者が、パンフレットを独自にデ

（注）11�．農林水産政策研究所（http://www.maff.go.jp/primaff/kw/2015_nofuku.html）において、「農福連携」に関する情報が発信
されている。

� 調　査� 13



ザインして法人内で企画から制作までワンス

トップでスピーディーに対応できる仕組みを

整えている。“NPOは広報が弱い” と一般的

にいわれるなかで全面的に広報の役目を担っ

ており、今後も “暗くなりがちな障がい者の

世界を明るくしたい” と考えている。また金

子代表は「障がいのあることが可哀想や不幸

ではなく、障がいと向き合えないことが可哀

想であり不幸である」と語る。障がいのある

当事者に寄り添い、そしてその家族に寄り添

い、共に障がいに対して向き合っていけるよ

うな温かい心を持って障がい者支援に取り組

んでいく方針である。

（3�）一般社団法人�コレカラ・サポート（千葉県

松戸市）

イ．法人の概要

　同法人は、2012年、高齢者の相続などの諸

問題の解決に向けて高齢者とその家族に対し

てさまざまな支援を行うことを主な目的とし

て設立された一般社団法人である（図表12）。

現時点での会員は、議決権のある正会員が6

名おり、うち2名は代表権のある理事で、そ

のほか監事が1名いる。同法人のサポーター

の位置づけにあたる議決権のない賛助会員は

7名である。

　同法人の代表理事である千葉晃一氏（以

下、「千葉代表」という。）は、同法人を立ち

図表11　同法人スタッフ合同研修会

（備考�）NPO法人おやじりんく提供

同法人の概要

法 人 名
役 員
本部所在地
設 立
事業内容

（一社）コレカラ・サポート
千葉　晃一（理事）　稲生　豊（理事）
千葉県松戸市新松戸
2012年
高齢者およびその家族の相談業務、高齢
者支援団体のサポート、相談業務に関す
る研修事業

図表12　（一社）コレカラ・サポートの概要

（備考）1�．写真（上）は浦和の縁側「ゆずり葉」、写真
（下）は取材に応じていただいた千葉晃一代表理事
2�．信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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上げる前、ファイナンシャルプランナーとし

て個人の資産運用の相談にあたるなど個人事

務所を運営していた。このなかで、とりわけ

高齢者の財産を巡るトラブルに多く直面し、

個人事務所としての相談者への対応に限界を

感じ始めた。すなわち、「自分だけでは相談者

ニーズに対応できなくても誰かの協力があれ

ば対応できる」仕組みを構築するためには組

織的に取り組んだほうがよいという想いに

至った。これをきっかけに、2009年頃から、

外部講演会などへ出席して名刺交換をするな

ど積極的に人脈を広げながらメンバーの募集

に努め、同法人設立に向けて活動をした（注12）。

また、千葉代表が運営していた個人事務所で

は相談者が事務所に相談に訪れる「来店型」

であったが、相談実務の経験を積み重ねるな

かで、「本当に相談したくて困っている人がい

れば、その人に対して自分から接触を図って

いく」ことの重要性を感じたことから、同法

人のビジネスモデルを「訪問型」に転換した。

　こうして現在、同法人が一つの相談窓口と

なり、同法人に協力する各分野の専門家が集

まって一度に相談者の課題解決にあたる「ワ

ンストップサービス」に取り組んでいる。

ロ．事業の概要

　同法人は、その設立経緯にあるとおり、例

えば身寄りのない高齢者や、家族を亡くした

人、介護や看護をしている家族などを対象

に、相続や財産管理にかかる一括したサポー

トを行っている。同法人では、それぞれの分

野の専門家（税理士等）と連携し、同法人と

専門家が一つのチームとして相談者に対応し

ている（注13）（図表13）。すなわち、同法人の相

談員が相談者と専門家をつなぐ窓口になるた

め、相談者は「この相談内容を誰に相談すれ

ば良いか」で悩むことはなくなる。

　受け付けた相談に対しては、「相手が困っ

ていることをなくす」ことを目指し、依頼さ

れたことだけでなく家族を亡くしたことによ

る精神的なケアを含めて手厚いカウンセリン

グを行っている。相談者対応は、1回の訪問

で解決することがあれば、年単位で相談者に

寄り添っていくこともあるなど、ケースバイ

図表13�　相続コンサルティングのサービス提
供スキーム

契約書

契約書

利用者

帯同訪問

業
務
委
託
契
約

専門家（税理士等）専門家（税理士等）

（一社）コレカラ・サポート（一社）コレカラ・サポート

（備考�）取材にもとづき信金中央金庫�地域・中小企業研究
所作成

（注）12�．2011年3月の東日本大震災をきっかけに相続コンサルティングの利用者ニーズが高まり、この頃から同法人のビジネスモ
デルに対する社会の理解度が高まり、またメンバー募集もスムーズとなった。

13�．同法人では士業の独占業務を担うことは法律上できないことから、相談者は、同法人用と士業用との2つの契約を締結す
る契約スキームとなっている。
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ケースで真摯に相談者に向き合う。この姿勢

の背景として、同法人では、亡くなった個人

を取り巻く家族の存在にも配慮し、「『人』で

はなく『家』という考え方」を大切にしてい

ることが挙げられる。

　同法人の主要な事業の柱は、家族信託（注14）

である。とりわけ、親が認知症になった場合

の財産管理にかかる相談が多いことから、相

談者一人ひとりの状況に応じたオーダーメイ

ド型財産管理「コレカラ安
あんしん

信」をサービス提

供している。認知症のほか入院をしたり身体

が不自由になったときなどに本人名義の通帳

や印鑑の管理、入出金や必要な手続きを依頼

できる家族が対応できるようサポートした

り、介護付き老人ホームなどの施設への入居

希望者に対するサポートなどを行うことで、

相談者を手口が巧妙化する詐欺被害などから

も守っている。また、「未然に防ぐ」という

主旨での相続コンサルティングとして、公正

証書やエンディングノート（注15）などの作成支

援などにも取り組んでいる。

　そのほか、「『人』ではなく『家』という考

え方」の下で相続コンサルティングをするな

かで、家族を亡くした悲しみや介護などへの

不安などを持つ人々が「話し合い、癒し合

い、相談できる場所」の必要性を感じ始め

た。こうしたとき、2014年末に、ある亡く

なった家主の「遺された自宅は地域の交流の

場として役立ててほしい」という遺言につい

てある家族から相談を受けるなか、同法人と

その家族で何度も話し合いを重ねた。その結

果、この家族の理解と協力を得て、「縁」、

「円」、「entry（エントリー）」の頭文字をとっ

た空き家活用事業「en（えん）プロジェクト」

を立ち上げた。2015年6月に、亡くなった家

主が自宅で茶道教室を開いていたことを考

慮して、茶室という憩いの空間を活かした

新たな本のあるコミュニティスペース「ま

ちライブラリー＠ゆずり葉」（図表14）が開

設された。同施設は2階建てであり、どの部

（注）14�．財産管理の一つの手法であり、資産保有者が、特定の目的（例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給
付」等）に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族等に託し、その管理・処分を任せる仕組みのこと。

15�．本人が死を迎えるにあたり、家族などに、自身の想いや希望を伝えるためのノートのこと。ただし、記述内容に法的拘束
力はない。

図表14　まちライブラリー＠ゆずり葉の室内風景

（備考）1�．写真（上）は1階和室ラウンジ、写真（下）は
玄関にあるイベント予定ボード

2�．「まちライブラリー＠ゆずり葉」の所在地は埼
玉県さいたま市浦和区

3�．信金中央金庫�地域・中小企業研究所撮影

16� 信金中金月報　2016.6



屋でも、日中、オープンスペースとして誰で

も自由に利用できる。現在、このオープンス

ペースでは、正会員の石倉英樹公認会計士・

税理士による相続を楽しみながら学ぶ創作落

語が行われたり、地元のインテリアコーディ

ネーターによる部屋をテーマにしたイベント

が行われるなど、相続に限らず幅広い話題で

“地域がつながる”スペースとして活用されて

いる（注16）。

ハ．今後の展望

　今後、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県

の1都3県を中心に、同心円を描くように事

業を拡大していきたい意向がある。相続コン

サルティングは、相談1件にかける時間は多

いわりに対価が少ない「非効率」なものであ

るが、それを承知のうえで「非効率でトガ

る」ことを狙っている。すなわち、「質」で

の事業拡大を目指したい。こうしたなか、高

齢者問題に取り組んでいる民間企業、NPO、

自治体との外部連携を進めており、とりわけ

「コレカラ安
あんしん

信」サービスのかかわりで不動

産会社との連携強化を図っている。

　同法人の主要な収入源は、家族信託による

相談報酬であるが、まだ安定的な収入には

至っていないため、常にキャッシュフローが

不足しないかを配慮した運営となっている。

NHKへの出演などで知名度が上がりつつあ

り、口コミでの人材や仕事の紹介を受けるよ

うになって協力者が増えつつあるなかで、収

入が安定してくれば、事務所に常時駐在する

事務員を雇い入れ、相談を受ける “入り口”

の体制を充実させたい。また、千葉代表の後

継となるきめ細かい手厚いコンサルティング

のできる相談員を育成できておらず、30歳

前後の若手相談員の育成にも課題を抱えてい

る。すなわち、事業を拡大するにあたって

は、「カネ」と「ヒト」の問題が常につきま

とっている。

　同団体は、最近、「日本一思いやりのある

社団法人をつくる」をキャッチフレーズに掲

げた。このキャッチフレーズに“共感”できる

会員をさらに募りながら、事業展開を図って

いく方針である。

3�．コミュニティビジネス支援のあり
方とは

　前章で取り上げた各事例は、それぞれの地

域社会において解決しなければならない課題

があり、その解決へのニーズが存在している

ことから、コミュニティビジネスとして今

後、事業の継続、成長が期待できよう。

　しかし、1章で述べたとおり、地域社会の

課題が多様化、複雑化するなかでコミュニ

ティビジネスの担い手が増加しており、今後、

これら増加する担い手をどのように支援して

いけばよいかが大きな課題になりつつある。

　コミュニティビジネス支援は、「経営面

（注）16�．利用者からは、「和室や庭が親戚の家のような雰囲気で居心地がよく、初対面の人とも話しやすい場所だと感じました。
また立ち寄りたいです。」（40歳女性）や「近くにこういう場所があれば、心のケアのような役に立つのではないか」（50代男
性）などの感想が寄せられている。今後も、地元の住民が入りやすくなるよう心がけながら、「地域の居場所づくり」に取
り組んでいく。
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（行政、専門家による支援）」と「金融面（資

金面）」の2つに大きく分けられる。そこで以

下では、「経営面」のコミュニティビジネス

支援の事例として、コミュニティビジネス事

業者に対する支援を使命とする中間支援組織

である特定非営利活動法人コミュニティビジ

ネスサポートセンター（以下、「CBS」とい

う。）を取り上げる。また、「金融面」のコ

ミュニティビジネス支援の事例として、前章

で取り上げたNPO法人ムーミンの会および

NPO法人おやじりんくに対する支援に取り組

んだ横浜信用金庫（神奈川県横浜市）と埼玉

縣信用金庫（埼玉県熊谷市）を取り上げる。

（1�）特定非営利活動法人コミュニティビジ

ネスセンター（東京都千代田区）

　CBS（図表15）では、「人材育成」、「支援

施設・拠点の運営」、「コミュニティビジネス

事業者への資金支援」、「中間支援機能（他地

域との連携や交流の機会提供）」などを事業

として取り組んでいる。

　永沢代表は、コミュニティビジネスの特徴

として、 ①法人格の多様性（任意団体、

NPO法人、株式会社など幅広い）、②財源の

多様性（事業収入、寄付金、補助金、助成金

など資金調達の幅が広い）、③事業分野の多

様性（公益性の強い分野を含み事業分野の幅

が広い）ことを挙げる。こうした多様性か

ら、コミュニティビジネスを専門的に目利き

したり、事業者間をコーディネートしたり

ネットワーク化できる専門家が乏しい。その

ため、同センターでは、まずは「人材育成」

に取り組み、セミナーやシンポジウムの開催

だけでなく、地域でのコーディネーター人材

の育成や中間支援機関の機能強化を目的とし

た「コミュニティビジネスアドバイザー

（CBA）認定講座」や「コミュニティビジネ

スコーディネーター（CBC）認定講座」を

実施している。

　また、永沢代表は、コミュニティビジネス

での成功要因として、①地域性（地域の風

土、歴史、環境等）、②担い手の個性（担い

手自身の想いや団体のミッション等）、③ビ

ジネスモデル（事業の仕組み）を挙げ、失敗

事例の多くはこの3つの要素を活かしていな

いという。そこで同センターでは、担い手の

ステージに合わせた「支援施設・拠点の運

営」に取り組む。現在、「ちよだプラット

同法人の概要

法 人 名
代 表
本部所在地
設 立
事業内容

NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター
永沢　映
東京都千代田区神田錦町
2002年
コミュニティビジネス支援

図表15�　特定非営利活動法人コミュニティビ
ジネスサポートセンターの概要

（備考）1�．写真は取材に応じていただいた永沢映代表理事
2�．信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成

18� 信金中金月報　2016.6



フォームスクエア（注17）」（東京都千代田区）、

「ネスト赤羽（注18）」（東京都北区）でインキュ

ベーション施設の運営、「足立区NPO活動支

援センター（注19）」（東京都足立区）で地域団体

のコーディネートを行っている。

　そのほか、コミュニティビジネスへの資金

支援では、東京都内の信用金庫、信用組合と

連携した「女性・若者・シニア創業サポート

事業（注20）」で中核的役割を果たしたり、「広域

関東圏コミュニティビジネス推進協議会（注21）」

の事務局機能を務めて関東地域の地方自治体

や支援機関、コミュニティビジネス事業者、

民間企業、大学等の交流の機会を提供するな

ど幅広い活動に取り組んでいる。

　同センターでは、コミュニティビジネス事

業者が「社会性」と「事業性」のバランスを

とりながら自立して継続的にビジネスを継続

できるよう支援を続けている。

（2�）横浜信用金庫（神奈川県横浜市）

　横浜信用金庫（図表16）では、2004年頃

からNPO法人などコミュニティビジネス事

業者からの融資相談が出始めたことを受け

て、本部担当者が「地域の再生を担うコミュ

ニティビジネスとは何か」についてフィール

ドワークを重ねながら調査を行った結果、コ

ミュニティビジネスとは、「資金は乏しいも

のの地縁に恵まれており “ヒト” のつながり

で成長している」、「“非営利” とは “儲けて

はいけない” ということではないうえ、利益

を貸出の返済原資に充てることは十分にでき

る」などの結論に至った。

　こうした調査結果を踏まえ、地元の税理士

等の専門家からアドバイスを受けながら、

2005年2月、コミュニティビジネス事業者が成

長していくための融資商品として「拓
ひら

く（注22）」

（注）17�．東京都千代田区の産業支援施設の民営化を非営利型株式会社で実践しており、現在、企業やNPOなど300社以上が施設に
入居をし、連携、協働してプロジェクトを生み出している。

18�．東京都北区での創業者および創業間もない個人・法人（コミュニティビジネス事業者含む）を、専門家による個別相談や
勉強会の開催などで支援している。現在、22社が事務所として利用している。

19�．「ワンストップ相談」（地域貢献活動団体の相談等）、「コーディネート」（ビジネスマッチング等）の機能を持つ地域活性化
拠点で、一人ひとりのステージに合わせてきめ細かく支援している。

20�．低利・長期返済の創業者向け融資、ハンズオン支援（経営支援）の提供、決算支援、創業者向け講座の開催などを行う
（http://cb-s.net/tokyosupport/参照）。

21�．関東経済産業局と連携した1都10県のコミュニティビジネスプラットフォーム事務局（http://www.k-cb.net/参照）
22�．コンセプトは、「コミュニティの支える地域金融の可能性を拓く」である。

図表16�　横浜信用金庫の概要

（備考）1�．15年3月末現在
2�．信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成

同金庫の概要

信用金庫名
理 事 長
本店所在地
設 立
役職員数
預 金 量
貸 出 量

横浜信用金庫
大前　茂
神奈川県横浜市中区
1923年
1,275名
1兆6,544億円
8,855億円
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の取扱いを開始した。当時、NPO法人は信

用保証協会の保証対象ではなかった（注23）が、

本部担当者による実地調査でNPO法人の実

態を把握していたことから、当時としては県

内で先駆けてコミュニティビジネス事業者向

け融資に取り組むことができた。

　この取組みをきっかけに、同年4月には横

浜市と連携したコミュニティビジネス事業者

向け融資商品「横浜こみゅにてぃろーん（注24）」

を、翌06年4月には川崎市と連携したコミュ

ニティビジネス事業者向け融資商品「川崎市

コミュニティビジネス支援融資」の取扱いを

開始し、地元の自治体と連携したコミュニ

ティビジネス支援にいち早く取り組んできた。

　同金庫では、今後、地元自治体が予算等さ

まざまな制約で十分な行政サービスを提供で

きなくなるなか、地元住民にとって社会性、

公共性の高い “すきま産業” の担い手として

NPO法人を含むコミュニティビジネス事業

者に期待している。同金庫では、「“コミュニ

ティバンク” を名乗る以上、コミュニティビ

ジネスを支援できない理由はない」との姿勢

で、コミュニティビジネス事業者支援の “先

駆者” として、今後もNPO法人を含むコ

ミュニティビジネス事業者を支援していきた

いとしている。

（3）埼玉縣信用金庫（埼玉県熊谷市）

　埼玉縣信用金庫（図表17）では、地元自

治体が人的あるいは予算等の制約で十分な行

政サービスを提供できなくなるなか、行政が

やるべきことをやれなくなっている現実との

ギャップを埋める役割としてNPO法人を含

むコミュニティサービス事業者の存在は大き

いと考えている。同金庫では、こうした時代

の変化を捉えて対応していくことを重要と捉

え、“まちづくり” に熱い想いを持って取り

組むNPO法人を支援することを通じて自金

庫も積極的に “まちづくり” に関わっていこ

うという想いでコミュニティビジネス支援に

取り組んでいる。また、この取組みを通じて

“さいしんブランド” をさらに高めて地域に

不可欠な存在となり、地元での認知度アップ

を図りたいとしている。

（注）23�．2015年10月1日から、NPO法人は信用保証協会の保証対象となっている（http://www.zenshinhoren.or.jp/news/2015/10/01-
171033.html参照）。

24�．商品内容は、同金庫のコミュニティビジネス向け融資商品「拓く」をベースにしている。

図表17�　埼玉縣信用金庫の概要

同金庫の概要

信用金庫名
理 事 長
本部所在地
設 立
役職員数
預 金 量
貸 出 量

埼玉縣信用金庫
橋本　義昭
埼玉県熊谷市久下
1948年
1,868名
2兆5,479億円
1兆4,535億円

（備考）1�．15年3月末現在
2�．信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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　2013年頃から、埼玉県ではコミュニティビ

ジネス支援を積極的に主導しており、こうし

たなか14年7月、同金庫は主な県内他行庫（注25）

とともに「共助社会づくりにおける協力に関

する協定」を締結した。また、本協定を締結

した金融機関とともに「共助社会づくりのた

めの活動資金調達勉強会（注26）」にも参加して

いる。同金庫では、本協定の協力事項でもあ

る「ソーシャルビジネス事業化支援」と「共

助社会づくりのためのNPO法人向け融資商

品創設」の2分野を軸に協力する方針を固め

ている。

　こうしたなか、14年7月、「さいしんコミュ

ニティサポートローン（注27）」の取扱いを開始

した。同金庫では、既にNPO法人支援を創

業サポートデスクで担っていたが、役職員の

意識をコミュニティビジネスに向けるため

に、あえてNPO法人支援だけを取り上げて

商 品 化 し て い る。 本 商 品 は、14年12月、

NPO法人支援の実態に合わせて、融資金額

の上限を1千万円から3千万円に改定され、

現在までの1年間に15件以上に及ぶ案件に対

応している。

　同金庫では、「地方創生」を実践するうえ

で「コミュニティビジネスとどのように関わ

るか」を考えることは重要であると考えてお

り、今後、役職員の間におけるコミュニティ

ビジネスへの理解度を高めるための方策を模

索していく。

おわりに� �
－�「地方創生」で期待の高まるコミュ
ニティビジネス－

　日本政策金融公庫総合研究所が2014年9月

に公表した『「ソーシャルビジネス・コミュ

ニティビジネスに関するアンケート」の結果

について』のうち、コミュニティビジネスへ

の就労意向に関するアンケート結果をみると

（図表18）、就労意向および参加意向それぞ

れにおいて3割がコミュニティビジネスに関

心を持っていることがわかる。また、経済産

業省が2011年3月に公表した「ソーシャルビ

（注）25�．�埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、日本政策金融公庫、川口信用金庫、青木信用金庫、飯能信用金庫、西武信用金庫
26�．新たな需要、雇用、資金循環を生み出すことで地域の課題を解決し活性化するため、行政、金融機関、専門家等による勉

強会を開催し、共助の担い手の資金調達を支援する仕組みを構築することを目的にする。
27�．“まちづくり”に積極的に関わるNPO法人の活動資金を支援することを主な目的とする融資商品である。審査基準は、一

般事業会社の基準とほぼ同様となっている。（http://www.saishin.co.jp/houjin/shikinchotatsu/community/index.shtml参照）

図表18�　ソーシャルビジネス／コミュニティ
ビジネスへの就労・参加意向

参加意向

就労意向

0% 50%

現在、働いて
いる（2.2％）

働いてみたい
（24.4％）

働いてみたいとは思わない
（73.4％）

現在、参加して
いる（0.5%）

参加してみたい
（27.9%）

参加してみたいとは思わない
（71.6%）

100%

（備考�）日本政策金融公庫総合研究所（2014.9.12）『「ソー
シャルビジネス・コミュニティビジネスに関するア
ンケート」の結果について』をもとに信金中央金庫�
地域・中小企業研究所作成
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ジネス推進研究会報告書」では、「…さら

に、学生や子育て後の主婦、高齢者等、幅広

い年齢層における新しい働き方として、従来

ならば活躍の機会が必ずしも無かった人々も

含めて、「居場所」と「出番」を作り出す。」

ことが強調され、コミュニティビジネスでは

「（広義での）住民参加」が重要な鍵を握るこ

とが示されている。

　本稿で取り上げたコミュニティビジネス事

業者それぞれの事例では、「チームプレー」

が強調された。その「チームプレー」には、

それぞれの事業者に所属する社員だけではな

く、事業者を取り巻く地元住民も含まれる。

コミュニティビジネスが持続的に維持、発展

していくためには、それぞれの事業への信頼

を高め、孤軍奮闘に陥らないよう地元住民を

巻き込んだ地域内連携を図っていくことが不

可欠であろう。こうした地域一体となった取

組みが、「地方創生」でいわれる豊かで魅力

ある地域社会づくりにつながるだろう。

　また、コミュニティビジネスにこれから関

わろうという意欲の高い人材も少なからず存

在する一方、コミュニティビジネスの多様性

から、いくら意欲が高い人材でも一人での起

業には二の足を踏むケースはあるだろう。繰

り返しになるが、コミュニティビジネスでは

「人脈ネットワーク」がとりわけ重要にな

る。そのため、個人の“集合体”として事業を

展開できる環境を創出するとともに、これか

ら起業したい人財を含めたコミュニティビジ

ネス事業者同士をコーディネートする役割へ

のニーズはますます高まるだろう。こうした

役割が、特定非営利活動法人コミュニティビ

ジネスセンターのような中間支援組織であ

り、事例に挙げた横浜信用金庫や埼玉縣信用

金庫のような信用金庫に求められているので

はないだろうか。
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